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Ⅶ．個別の入学資格審査 
 

出願を希望しているが、各専攻の受験資格を満たしていない場合、出願の前に「入学資格審査」を受け

る必要があります。該当する場合は、提出書類を以下の方法で提出してください。 

 

（１）下記の提出書類一式を、以下Googleフォームより提出 

  Googleフォーム：https://forms.gle/jeyuUJfxnAk1Xh4p7 

（２）法政大学大学院人間社会研究科まで電話（042-783-4093）し、「個別の入学資格審査の申請書類を  

Googleフォームより提出した」旨を連絡 

   ※電話受付可能な日時：平日10:00～11:30、12:30～17:00（土日祝日、一斉休業期間は不可） 

  

※上記（１）（２）のいずれも指定された期限までに完了してください。両方を完了しない場合、申請は

受け付けできません。 

※審査で認められた場合のみ、通常の出願手続きを経て受験することができます。審査結果はその結果

にかかわらず、出願開始までにメールで通知いたします。 

※GoogleフォームはGアカウント（@gmail.com）でのログインが必要となります。Gアカウントの作成が

難しい場合は、多摩事務部大学院課人間社会研究科担当までご相談ください。 

 

 提出書類・提出期限                                 

 

■提出書類 

課程 専攻名 提出書類 注意事項等 

修士課程 
福祉社会 

臨床心理学 

①履歴書（様式５） 別掲の様式を使用すること 

②論文等 
専門領域および研究課題に関する論文 

（8,000字以上） 

③最終学歴証明書 在籍期間がわかるもの 

④成績証明書  

博士後期

課程 
人間福祉 

①履歴書（様式５） 別掲の様式を使用すること 

②論文等 修士論文相当の学術論文 

③最終学歴証明書 在籍期間がわかるもの 

④成績証明書  

研修生 福祉社会 

①履歴書（様式５） 別掲の様式を使用すること 

②論文等 
専門領域および研究課題に関する論文 

（8,000字以上） 

③最終学歴証明書 在籍期間がわかるもの 

④成績証明書  

 

 

【重要】・審査が承認された場合、審査時提出した「最終学歴証明書」「成績証明書」の原本を出願し

合格した後の指定の入学手続期間内に本学まで提出することが求められます。 

・各種証明書類の原本は必ず手元に準備しておくようにしてください。 

 

 

 

 

https://forms.gle/jeyuUJfxnAk1Xh4p7
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■提出期限 

課程 専攻名 入試経路 
個別入学資格審査 

 提出期限 

修士課程 

福祉社会 

秋季 

一般 2026年  6月 30日（火） 

社会人自己推薦 2026年  6月 30日（火） 

外国人留学生 2026年  6月 30日（火） 

春季 

一般 2026年 11月 24日（火） 

社会人自己推薦 2026年 11月 24日（火） 

外国人留学生 2026年 11月 24日（火） 

臨床心理学 
秋季 一般 2026年  6月 30日（火） 

春季 一般 2026年 11月 24日（火） 

博士後期課程 人間福祉 春季 一般 2026年 11月 24日（火） 

研修生 福祉社会 春季 研修生（留学生含む） 2026年 11月 24日（火） 

 

「最終学歴証明書」「成績証明書」に関して                                 

・提出する証明書に関する注意事項は通常の出願手続き時のものに準じます。19ページ以降の「各種証

明書の提出に関しての注意事項」を必ずご確認ください。 

・各種証明書の氏名が現在と異なる場合は、氏名変更を証明するもの（戸籍抄本等）を提出してくださ

い。 

・書類に不備や不足がある場合は審査を受けることができなくなりますので早めにご準備ください。 

・特に「証明書に記載の氏名と現在の氏名が異なっているが、改姓改名を示す書類が不足している」「編

入学をしているが前籍の証明書がない」「証明書が日本語もしくは英語ではない」などの書類不備が散

見されますのでご注意ください。 

 

■最終学歴証明書について 

 学校の「中途退学」「満期退学」は最終学歴としてみなされません。例えば「高等学校卒業→大学中

退」の場合は高等学校卒業が最終学歴となります。 

 学校に「在学中」の場合も最終学歴としてみなされません。ただし「卒業見込」である場合は最終

学歴としてみなされます。 

 日本語学校／資格取得のためのスクール／予備校など学校法人として認められていないものは最

終学歴としてみなされません。 

 例えば「短期大学卒→専門学校卒」など「専修学校の専門課程（専門学校）」「短期大学」「高等専門

学校」のいずれも卒業している場合は、両方の学校について証明書をご提出ください。 

 中国の教育機関出身者で、最終学歴で学位を取得していない場合、中国高等教育学生信息網（CHSI）

が発行する英文の「Online Verification Report of Higher Education Qualification Certificate」の電子認

証報告メールが提出期限までにCHSIから直接、法政大学（noreply.hosei.gs@ml.hosei.ac.jp）に送信さ

れるように申請してください。 

※申請に関する詳細については、各認証機関のウェブサイトでご確認ください。 

※申請から発行まで時間がかかります。各認証機関の発行の遅れによって提出が間に合わない場合

でも審査が受けられなくなる可能性がありますので、余裕を持って早めに手続きしてください。 

※志願者本人が受信した電子認証報告メールの転送では認められません。必ず認証機関から法政大

学へメールが直送されるように手配してください。 

 

■成績証明書に関して 

 高等学校などを卒業されてから時間が経過している場合、都道府県もしくは都道府県教育委員会

の定めにより成績の保存期間が終了し「成績証明書」が発行できないことがあります。その場合

は「そういった事由により成績証明書が発行できない」ということを公的に示す説明文書を代わ

りにご提出ください。  


